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(要旨)東 京 国立博物館所蔵 トハラ語文書No.174に つ いて

玉井 達士

東京国立博物館所蔵の トハラ語文書No.174は20世 紀初頭,大 谷探検隊によ

り中央アジアで発見 され我が国にもたらされたが,長 らく研究されないままに

なっていた.そ の後1998年 にG.一J.Pinault氏とD.Q.Adams氏 とが,当 文書 に

関する研究をそれぞれ発表 し,当 文書を土地売買契約書 とするほぼ同様の結論

に至った.し かし,私 は当文書が土地売買契約書であるとする両氏の説に疑問

を抱 き,本 論文では言語学的手法によって,当 文書の内容に関するより詳細な

考察を試みた.古 文書研究には種々の手法が存在するが,こ こでは音韻論を基

本にした構造主義的手法を用いている.即 ち,古 文書の文字を音声学的に正確

に書 き換 えることから出発 し,そ の多様 性の中か ら音韻論的に抽出された音,

つまり音素を研究対象にするものである.

本論文において私は,K.T.Schmidt氏 の翻字並びに翻訳に依拠 しつつ,私 独

自の試訳を付け加 えた.そ して当文書の内容 に関しては,セ イロンやインドの

s諭ghaに 関する碑文研究,な らびにP.Kieffer-PUIz氏 のsim盃 に関する研究を

引用 して仏教教団の荘園は売買不可であるとの説 に論及した.ま た当文書に現

れる語彙や他の(契 約)文 書に現れるkapciやc欲 などに関しても,上 記の方法

で可能な限りの考察を試みたが,詳 細は今後の研究に待つ所が多い.特 に トハ

ラ語の/a/は音韻論的にも大問題であり,本 論文において も様々な角度から考察

を試みた.も ちろん,他 の長短母音についても簡単に解決できる問題ではない

が,古 文書におけるこの制 の本質が明らかになれば,ト ハラ語の語形論や文法

(特にKonj.V[接 続法第V類]やPret.1[過 去第1類])の 諸問題の解決に多大な

貢献を果たすであろう.

最後に,当 文書が土地売買契約書ではな く仏教教団の設立並びに寄進に関す

る記録であるとの結論に至った理由は以下の通 りである.

1)契 約当事者の名前,契 約年月日が無い.
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2)/sim/は 仏教関係の文書にしか現れず,土 地売買契約書で/sim/の 出て

くる文書はこれまで存在 しない.

3)当 文書にあらわれる述語動詞kam一 の意味は 「運ぶ」であ り,「(金品を)

受領する」ではない.

4)s諭ghaの 概念からみて,仏 教教団の荘園は宗教的利益の為の寄進地,も

しくは自ら開墾するものであ り,売 買の対象にはならない.

5)当 文書中の1500c五 紅eは,セ イロンの例からみても売買代金ではな く寄

進されたものであると考えられる.
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